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（１）自然環境への配慮 

①自然環境への影響と対策は、大阪府

から「生態系に及ぼす影響予測～評価」

が示されただけで、自然環境等の保全

措置の検討はなされておらず、「適切な

保全措置」を行う場合は、新たな事前

調査が求められる。 
また、「保全措置の具体策」に抽象的

な点が多く、さらに「予測や措置に対

する不確実性」として保全対応を避け

ている項目が随所に見られるなど、ど

こまで実効性のある措置がなされ、生

態系の保全が担保されるかの確証を得

ていない。 
（５）

 

 現行のルート案は、鉢ヶ峯の自然生

態系が受ける壊滅的障害を防ぎ得る信

頼できる対策は存在しないと考えられ

る。 

（７）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本地域の将来の環境保全や維持管理のあり方、また、

事業の自然環境への配慮について、地元等関係者（農業

者、地域住民、環境団体等）が十分協議・意見交換しな

がら、協働・連携していく仕組みづくりを進めるため、

その第一段階として、『（仮称）堺南部丘陵の地域振興と

自然環境を考える会』（以下、「考える会」という。）を平

成１５年７月に立ち上げ、１１月までに６回にわたり議

論を行ってきたところである。 

この『考える会』のメンバーは、地域環境の保全に対

する積極的な協働作業の意思表示をされた方々が参加さ

れており、会に参加をしている“各人が何ができるのか

のメニューの提案”をし、里地・里山の持続的な保全の

仕組みづくりの取組みを行っているものである。 

『第５回考える会』において、“府が最大限努力してで

きること”として、堺南部丘陵地域のこれまでの自然環

境調査等をもとに、環境アセスに準じた「堺南部丘陵農

道計画にかかる自然環境への影響に対する評価」（以下、

「準アセス」という。）について説明し、環境対策への府

の積極的な取組み姿勢を表明している。 

この準アセスは、本事業が地域の生態系に及ぼす影響

を予測、評価したものであり、現段階において考えられ

る「適切な保全措置」と「必要な事後調査」を行うこと

により、環境への影響を最小限に低減させることを示し

ており、より具体的な保全措置については、『考える会』

においても説明しているが、詳細な地形測量や地質調査

等をもとに、(社)大阪自然環境保全協会等と準アセスの

項目に沿った詳細な検討を行い、『考える会』にて提示し

ていくことにしている。 

「予測や措置に対する不確実性」のあるものについて

も準アセスに明記し、「必要な事後調査」を実施すること

により、必要に応じて保全措置の改善等を行っていく。



府 民 意 見 
末尾の（ ）は意見書番号 

 
府 の 見 解 

 

②この地域には豊かな自然環境が未だ

残っていることの証明であり、私達は、

これを子孫に残していく大切な義務が

ある。 

失われる田や畑、周辺の緑をどうす

るのか、そこに生息する生き物に配慮

した工事をどう進めるのか、具体的な

説明を求める。 

 また、今後周辺の開発が進むことに

なるが、さらなる自然破壊を招かない

よう条例制定を含む幅広い自然保護対

策を望む。 

（１）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③道路計画地には、墓地の南側の尾根

から第２豊田川にかけての谷も含まれ

ており、このような場所は湿地独特の

生態系が存在しており、これを一旦壊

すと回復不可能な状態になるというこ

とを認識していただきたい。 

 この湿地や道路予定地の上空をオオ

②本地域の里地・里山は、そこに住む地域の方々が代々

受け継ぎ、農林業という長年の生産活動や農地の改良等

の人為が加わることによって維持されてきたものである

が、近年、未整備の棚田では耕作放棄地が目立ち、また

里山も維持管理の粗放化により荒廃地化している。 

本事業は農業振興や地域振興、生活の利便性の向上、

さらには里山の保全の観点で地域の方々が長年にわたり

強く要望されているものであり、自然環境保護のみの視

点ではなく、地域振興を図りながら里地・里山を維持し

ていくことが自然環境の保全につながるという視点、つ

まり共存の考え方が重要であると考える。 

 ①で記述した『考える会』は、農業振興・地域振興そ

して里山環境の保全と活用を地元等関係者が話し合う場

であり、今後とも南部丘陵地域１２５ha の保全のあり方

について継続して議論していくことにしている。 

 生き物に配慮した工事については、準アセスに基づき

具体策を詳細に検討する方針であり、今後『考える会』

等を通じ、環境団体や地元の方々と協働して具体化をし

ていく。 

 なお、堺市では、将来の緑のあるべき姿や今後取組む

べき施策の考え方などを示した「堺市緑の基本計画」を

平成１３年５月に策定しているが、この計画を推進する

ため、現在、堺市緑の基本計画推進庁内委員会の専門部

会である『南部丘陵検討部会』において、市民・環境Ｎ

ＰＯなどが協働する組織づくりや無秩序な開発等を抑制

できる条例等を含む制度づくり等に取組んでいるところ

であり、本年度中には、これらの方針を示した『里づく

り方針』素案を策定することを確認している。 

 

③道路のルートは、墓地南側尾根の南斜面を通過するも

のであり、谷部にあるため池等の湿地帯に直接的な影響

を与えるものではないが、府が実施した準アセスにおい

ては、工事による影響の予測として、工事中の降雨によ

る濁水の流入による影響の可能性や集水域の一部である

尾根上を通過することによる水の供給面での影響を想定

しており、工事中の十分な仮設計画（沈殿池の確保等）
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タカが舞っており、道路がつくことに

よって豊かな自然環境が失われると、

生息場所を奪いかねず、ここの場所を

湿地として大きく残すことを意見具申

する。 

（９）

 

 

（２）農業振興・地域振興 

①堺酪農団地を巡る３つの不祥事、つ

まり産業廃棄物不法投棄事件、団地内

ため池への牛尿不適正処理事件、乳牛

不法投棄事件について言及し、国、府、

堺市による税等の補助を受けるに必要

な資格を欠いた団体であると考える。

 堺酪農団地活性化計画実現のための

努力が、所定の成果をまとめ上げるに

はまだまだ時間がかかるし、挫折する

可能性さえ否定できない。 

（７）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や谷部への浸透水の確保等の保全措置を十分に行い、現

存する湿地の確保をに努める。 

 なお、オオタカ等猛禽類については、平成１５年も繁

殖期（２月～７月）におけるモニタリング調査を実施し、

オオタカ等猛禽類の専門家３名の意見も伺っているが、

現時点での営巣場所は、本計画地から十分離れており、

本事業による影響はないと判断している。 

 

 

①堺酪農団地は、約 1,000 頭の乳用牛を飼育し、府内の

１／３の牛乳を生産している全国でも有数の大規模酪農

施設であり、行政としても従来から環境保全を目的とし

て、ふん尿処理施設等の整備を支援、指導してきたとこ

ろであるが、今回の産業廃棄物不法投棄問題への関与や

敷地内のため池への牛尿投棄問題、さらには、死亡牛の

団地内不法投棄問題は、組合役員の環境問題に対する認

識の甘さは否めず、残念なことと考えている。 
しかしながら、堺酪農組合は、今回の一連の問題を真

摯に受け止め、役員人事を刷新し、現在、新体制のもと、

自ら『環境改善委員会』を設置し、産業廃棄物の自主的

な撤去作業の実施（10 月４日には撤去済み）、ため池の

浄化や流出水の水質調査を行うなど、組合員の意識改革

とともに、団地内の環境改善にも取組んでいる。 
地元自治会のパブリックコメントにもあるように、今

回の一連の問題は、堺酪農団地が地域と交流のない閉ざ

された空間であることも要因であると考えられ、これら

問題を契機として、酪農団地が地域の自然環境や生活環

境に大きく関わっていることを再認識し、より一層の環

境保全対策を盛り込み、地域に開かれた「堺酪農団地活

性化基本計画」の実現を目指す必要があると考える。 
 酪農団地の活性化については、『堺酪農団地活性化推

進協議会』において、若手担い手の活性化への決意を再

確認しており、地域環境と共存した活性化計画の実現を

目指し、本事業の進捗に合わせた国庫補助事業の導入を

検討してきたところであり、府としては、酪農組合が現

在取組んでいる環境改善の達成度合いを見極めながら、
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②体験型農業公園「ハーベストの丘」

が地域振興の核施設であり続けるかに

は疑問があることを堺市農政部からの

データを基に述べている。農産物直売

所の入場者数は微減であるが、ハーベ

ストの丘本体の入場者数は大きく減少

している。 

（７）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③道路建設なき場合の農業振興、地域

振興について記述すると、(1)労働力不

足を解消するために都市の援農者を整

備された農場、棚田に導入すること。

(2)農業の方法として農薬等多用型の

従来型ではなく不耕起栽培などの新手

法を導入すること。それによって田圃

に生物を呼戻すこと(3)里山保全条例

などによって私権を一部制限しつつ、

堺市で唯一残されている貴重な自然を

残すこと、等々である。 

（７）

活性化施策を推進していきたい。 

 

②体験型農業公園「ハーベストの丘」は、平成７年に大

阪府、堺市、地元関係団体等により策定された『ゆとり

とふれあいの場構想』における先導プロジェクトであ

り、平成１２年度の開園以来、地域振興の核として農と

都市住民との広域的な交流に重要な役割を果たしてい

る。ハーベストの丘の入場者については、平成１２年度

以降減少傾向にはあるものの、昨年度においても５５万

人もの来場者があり、さらに、併設の農産物直売所は、

年々売上げ高や出荷農家数が伸びるなど、都市住民の新

鮮で安全・安心な農産物へのニーズに応えており、都市

型農業の拠点施設としての役割を担っている。 

今後、より一層の都市住民との交流を図るため、農家

女性団体等が中心となった都市農村交流のための体験

教室等を新たに展開するほか、併設の農産物直売所にお

いては、堺市全域からの安全で新鮮な農産物の提供など

により地域農業との連携を進めるのみならず、都市住民

のニーズに応え、エコ農産物やなにわふるさと野菜の積

極的な販売を進めるなど、地域振興の核としての持続的

な発展を図っていく。 

 

③堺市の鉢ヶ峯地区においては、都市近郊という恵まれ

た立地条件を活かした都市交流型農業を展開するため、

昭和５６年度からほ場整備を実施し、また、昭和６３年

度には営農活動の母体として受益農家約１００名で鉢ヶ

峯営農組合を組織している。 

 この鉢ヶ峯営農組合では、地域の農業振興はもとより、

野菜・花などの直売事業、野菜のもぎとり体験、田植え

体験、ウォーキングイベント、さらに「ハーベストの丘」

とも連携した農業体験などの都市農村交流活動を実施し

ており、特に、平成１１年度から実施している『鉢ヶ峯

農作業応援団』は、現在約７０名の都市住民の登録があ

り、熱心に農作業の協同作業を行うなど、全国的に見て

も先進的な取組みを行っている。 

本地域で、今もなお生き物の多様性が保たれているの
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 は、このような地域の方々の長年にわたる農業振興と

いう生産活動の人為が加わることによって里山環境が

維持されてきた結果であり、里地・里山の保全は、規

制措置だけで達成されるわけではなく、今後とも持続

的に保全していくためには、地元農業者等による従来

からの生産・管理活動に加え、地域の方々と共に考え、

協働する、活動力のある環境団体や都市住民等の幅広

い参加・協力体制が必要である。 

このような課題を踏まえ、本地域の里地・里山の持

続的な保全のあり方については、「考える会」における

最も重要な議題であり、行政を含め本会に積極的に参

加している“各人が何ができるのかのメニューの提案”

をしていく中で、例えば、社会実験的に保全活動を行

ってみるなど、今後とも継続した議論や取組みを行っ

ていくことにしている。 

 


